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10月

福
　
　
祉

お
知
ら
せ

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

14
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（

14
ペ
ー
ジ
）

【
生
活
管
理
指
導
員
の
派
遣
】

容
家
庭
訪
問
に
よ
る
家
事
援
助
・
指
導
（
週

１
時
間
30
分
ま
で
）　

対
要
介
護
・
要
支
援

認
定
者
を
除
く
、
要
介
護
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
虚
弱
な
高
齢
者
で
、
家
事
な
ど
の

基
本
的
生
活
習
慣
が
十
分
で
な
い
人　

料
１
９
４
円
／
30
分　

【
徘
徊
高
齢
者
位
置
検
索
シ
ス
テ
ム
利
用
助
成
】

容
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
行
動
の
あ
る
高
齢

者
の
居
場
所
を
確
認
す
る
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
際
、
契
約
時
に
必
要
な
初
期
費
用
の
一

部
を
助
成　

対
市
内
に
住
所
が
あ
り
徘
徊

行
動
の
あ
る
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い

る
家
族　

額
１
万
円
（
上
限
）

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
10
月
16
日
（
水
）
10:

00
〜
15:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）　

対
家

族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

容
調
理
実
習
「
な
め
ら
か
食
」　

講
師
：
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
い
こ
い
の
杜
」
管
理

栄
養
士　

村
上
幸
代
さ
ん　

料
５
０
０
円

募
10
月
10
日
（
木
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
駅
南
庁

舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
７

人
権
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

時
11
月
17
日
（
日
）
13:

30
〜
15:

00

所
鳥
取
市
高
草
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

（
古
海
）　

容
ト
ー
ク
＆
手
話
ラ
イ
ブ
「
共
に

生
き
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
」
〜
大
震
災

を
乗
り
越
え
て
〜　

講
師
：
渡
辺
り
え
こ
さ
ん

（
サ
イ
ン（
手
話
）シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
）

料
無
料　

※
手
話
通
訳
あ
り

問
高
草
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

24-

１
７
６
３

	

０
８
５
７-

24-

１
８
０
４

	jin-takakusa@
city.tottori.lg.jp

認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い 

　

〜
毎
月
第
２
金
曜
日
開
催
〜

　

介
護
問
題
、
家
族
・
本
人
の
悩
み
な
ど
を

出
し
合
い
ま
す
。
情
報
交
換
、
不
安
解
消
等

の
場
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

事
前
の
申
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

時
10
月
11
日
（
金
）
10:
00
〜
12:

00　

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

料
無
料

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

日
ご
ろ
の
認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
次
の
各

セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
て
い
ま
す
。

問
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
毎
週
月
〜
金
）

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

問
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

精
神
保
健
講
演
会

時
10
月
26
日
（
土
）
13:

30
〜
15:

30　

所
さ
わ
や
か
会
館
３
階
多
目
的
室
（
富
安

二
丁
目
）　

容
講
演
：
「
発
作
の
あ
る
病
気
っ

て
何
だ
ろ
う
？
「
て
ん
か
ん
」
を
中
心
に
発
作

の
あ
る
病
気
を
詳
し
く
知
ろ
う
！
」　

▽
講
師
：

植
田
俊
行
さ
ん
（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉

鳥
取
地
域
一
斉
清
掃

時
10
月
20
日
（
日
）　

※
ご
み
は
翌
21
日
〜
25
日
に
収
集
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

●
ご
み
は
町
内
会
で
決
め
ら
れ
た
一
斉
清
掃

　

用
の
集
積
場
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

●
び
ん
・
缶
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
分
別

　

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。　

●
家
庭
ご
み
や
家
電
製
品
、
大
型
ご
み
、
タ

　

イ
ヤ
な
ど
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

※
ケ
ガ
を
し
な
い
よ
う
、
無
理
の
な
い
範
囲

で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

問
鳥
取
市
市
民
運
動
推
進
協
議
会
（
本
庁

舎
協
働
推
進
課
内
）

　

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

鳥
取
市
制
施
行
１
２
４
周
年
記
念
式
典

　

鳥
取
市
制
が
明
治
22
年
に
施
行
さ
れ
て
か

ら
今
年
で
１
２
４
周
年
を
迎
え
ま
す
。
記
念

式
典
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
み

な
さ
ん
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

時
10
月
１
日
（
火
）
10:

00
〜
11:

10　

所
さ
ざ
ん
か
会
館	

５
階	

大
会
議
室　

容
市
政
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
・
褒
章
受

賞
者
へ
の
記
念
品
贈
呈
な
ど

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共

交
通
機
関
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
０
２

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

時
10
月
20
日
（
日
）
〜
11
月
3
日
（
日
・
祝
）

所
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
西
町
二

丁
目　

福
祉
文
化
会
館
内
）
容
平
成
25
年

9
月
1
日
現
在
で
調
製
し
た
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧　

※
こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
と
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
の
投
票
が
で
き

ま
せ
ん
。
登
録
漏
れ
や
誤
り
が
あ
れ
ば
、
こ

の
期
間
中
に
異
議
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

	

０
８
５
７-

20-

３
３
８
６

平
成
25
年
度
国
民
保
護
訓
練
の
実
施

時
10
月
28
日
（
月
）
9:

00
〜
12:

00	

所
国
府
町
成
器
地
区
（
国
府
東
小
学
校
）　

容
上
陸
し
た
国
籍
不
明
の
武
装
グ
ル
ー
プ

が
成
器
地
区
で
人
質
を
と
っ
て
立
て
こ
も
る

な
ど
の
場
合
を
想
定
し
た
、
周
辺
市
民
へ
の

警
報
・
避
難
指
示
の
伝
達
、
避
難
誘
導
お
よ

び
救
急
医
療
活
動
な
ど
の
訓
練　

※
当
日
は
、
会
場
周
辺
を
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
や
多
数
の
緊
急
車
両
な
ど
が
出
動
し
交
通

規
制
や
混
雑
な
ど
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
致
し

ま
す
。
ま
た
防
災
無
線
の
訓
練
放
送
に
つ
い

て
も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
危
機
管
理
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
２
７

鳥
取
市
消
費
者
問
題
講
演
会

時
10
月
22
日（
火
）
13:

30
〜
15:

30
（
13

時
開
場
）　

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館	

２
階

第
２
会
議
室　

容
講
演
：
「
そ
の
も
う
け
話

本
当
？
〜
あ
な
た
を
狙
う
悪
質
商
法
〜
」　

講
師
：
泉

い
ず
み

美み

ち

こ

智
子
さ
ん
（
鳥
取
環
境
大
学
准

教
授
）　

員
１
０
０
人　

料
無
料
（
申
込

不
要
）

※
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は
10
月
15
日（
火
）

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
市
民
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー	

	

０
８
５
７-

20-

３
８
６
２

	

０
８
５
７-

20-

３
８
６
４

入湯税
（環境施設などの整備の目的税）

　入湯税は鉱泉浴場（温泉など）を利
用する入湯客に課税され、入湯客から受け取った税金
は、鉱泉浴場の経営者が市に納めます。税額は1人
150円です。ただし、満12歳未満の人、一般公衆浴場
の入湯客などへの課税は免除されます。納められた税
金は、次の費用にあてられます。
　●清掃工場、下水処理場などの観光衛生施設の整備
　●鉱泉源の保護管理施設の整備
　●消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
　●観光施設の整備

問駅南庁舎市民税課	 	0857-20-3411

障
が
い
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

14
ペ
ー
ジ
）

【
障
が
い
者（
児
）へ
の
日
常
生
活
用
具
の
購
入
費
助
成
】

容
在
宅
で
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
に
対

し
、
安
全
に
日
常
生
活
を
送
る
た
め
の
生
活

用
具
の
購
入
費
用
を
助
成　

対
頭
部
保
護

帽
・
拡
大
読
書
器
・
屋
内
信
号
装
置
・
特
殊

寝
台
等　

額
購
入
額
の
10
分
の
９
を
助
成

※
障
が
い
の
程
度
な
ど
の
要
件
、
品
目
に
よ

り
購
入
費
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

【
障
が
い
者
（
児
）
へ
の
補
装
具
の
購
入
・
修
理
費
助
成
】

容
身
体
の
障
が
い
を
補
う
た
め
の
、
盲
人

安
全
杖
、
義
眼
、
眼
鏡
、
補
聴
器
、
義
手
、

義
足
、
装
具
、
車
椅
子
、
座
位
保
持
装
置
な

ど
の
補
装
具　

対
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
人
、
難
病
等
の
診
断
を
受
け
て
い
る
人

額
補
装
具
の
購
入
・
修
理
に
か
か
る
基
準

額
の
９
割
を
助
成　

※
所
得
に
応
じ
て
負
担

上
限
額
が
あ
り
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
医
長
）　

料
無
料

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

浄化槽の正しい維持管理を！
　浄化槽は、水環境の保全に大きな役割を果たしていま
すが、維持管理が不十分だと機能が低下し、汚れた水が
川などに流れてしまいます。そのため、保守点検、清掃、
法定検査が法律で義務付けられています。大切な水環境
を守るため、浄化槽の正しい維持管理をお願いします。
●保守点検の実施
　点検・修理・消毒剤の補充。家庭用では、年に3〜４回以上
●清掃の実施 
　汚泥などの除去。年１回（全ばっき方式は６カ月に１回）以上
●法定検査の受検
　・設置後検査　使い始めて３カ月を経過した日から５カ月以内
　・定期検査　　毎年１回

●こんなときは市への届出が必要です。

新設および構造変更、使用の開始、管理者の変更、
使用の一時休止、廃止

問下水道経営課庶務係	 	0857-20-3923

特別障害給付金制度の
お知らせ
　国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受
けられなかった人に対して、「特別障害給付金制度」があります。
■対象者
・昭和 61年 3月以前に国民年金の任意加入対象であっ
た厚生年金・共済組合の加入者だった人の配偶者

・平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
　当時、国民年金に任意加入していなかった期間中
　に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の 1・
　2級相当の障がいの状態にある人
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金など
を受給することができる人は対象とはなりません。
※原則として、65歳に達する日の前日までに請求し
　ていただく必要があります。
※特別障害給付金の支給は、請求書を受け付けた月
　の翌月からとなります。
問駅南庁舎保険年金課	 0857-20-3484
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